
　

※「いじめ対応チーム」の設置について
◎生徒指導委員会に「いじめ対応チーム」を設置する。
◎「いじめ対応チーム」は、校長、教頭、生徒指導担当を中心に、学年主任や養護教諭、スクールソーシャルワーカー、
　　スクールカウンセラーなどにより構成する。

『自律：たくましくしなやかに、
自ら考え行動する生徒の育成』

令和6年度いじめ防止基本方針全体計画別紙１

・日本国憲法
・教育基本法
・学校教育法
・いじめ防止対策推進法
・兵庫県いじめ防止基本方針
・加東市いじめ防止基本方針

○学校・地域の実態
・学校全体でいじめの未然防止
　に努めている。
・保護者・地域のいじめ問題に
　対する関心も高い。
○生徒の実態
・落ち着いており、いじめの発展
　には至っていないが、人間関
　係上のトラブルは少なくない。

未然防止 早期発見 早期対応

学校教育目標

①いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
②いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

③いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。

④嫌がらせやいじわる等、多くの児童生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。

⑤暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されり、集中的に行われたりすることにより生命、

身体に重大な危険が生じる。

⑥いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

⑦いじめは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに黙認の了解を

○人権教育の充実

○道徳教育の充実

○体験教育の充実

○生徒会活動の充実

○学級経営の充実

○情報モラル研修

○ピアサポート研修

○日々の観察
○学習計画帳など、日記や生
活ノートでのやり取り

○教育相談週間

○アンケート（QU）の実施
○生活実態把握調査の実施

○フリーカードの実施

※いじめ対応チームを招集

○正確な実態把握

○指導体制、方針決定

○子どもへの指導・支援

○保護者との連携

○継続的な指導・経過観察

○心の教育の充実等再発防止

いじめを生まない
土壌づくり

子どもの変化を敏感に察知
問題を軽視せず、迅速かつ

組織的に対応

いじめ対応チーム

【構成員】

校長、教頭、主幹教諭、生徒指導担当、生徒支援担当、教務
学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター
通級指導担当 スクールソーシャルワーカー
スクールカウンセラー、福祉総務課 等

【調査班】
生徒指導担当、生徒支援担当、
学年主任、担任、養護教諭

【対応班】
学年主任、担任、部活動顧問、

学年教職員等

緊急対応会議

いじめ発生

●保護者、地域との連携

・学校評議員会

・保護司

・民生児童委員会

・PTA

●校内組織

・道徳部会 ・１学年

・特別活動部会 ・２学年

・研究推進委員会 ・３学年

・部活動顧問会

教職員の基本認識


